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広島市告示第３２号　

令 和 ５ 年 ２ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項に

規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指

定したので、同法第７８条の１１第１号の規定により告示しま

す。

　指定年月日　令和５年２月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３３号　

令 和 ５ 年 ２ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第７

８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告示しま

す。

　指定年月日　令和５年２月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３４号　

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

大五産業株式
会社

デイサービス
未来おおうち
大手町

広島市中区大
手町三丁目６
番１２号おお
うちビル３Ｆ

地域密着型通所
介護

令 和 ５ 年 ２ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　令和５年２月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３５号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ 日　

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により、広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）道路を変更したので、同法第２１

条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、次

のとおり告示し、同条第２項により同法第１４条第１項に規定す

る図書を縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　都市計画の種類

　　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）道路

　　３・３・２１９号　五日市石内線

２　都市計画を変更する土地の区域

　　広島市佐伯区八幡東四丁目、五日市町石内

３　図書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　広島市都市整備局都市計画課



広島市告示第３６号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ 日　

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

ｏｎｅｃａｌ
ｍ株式会社

訪問介護事業
所たいよう

広島市西区中
広町三丁目１
４番１５号

訪問介護サービ
ス、生活援助特
化型訪問サービ
ス

大五産業株式
会社

デイサービス
未来おおうち
大手町

広島市中区大
手町三丁目６
番１２号おお
うちビル３Ｆ

１日型デイサー
ビス

株式会社ヤマ
ウチ

ジョイリハ中
広

広島市西区中
広町一丁目７
番６号

１日型デイサー
ビス

ＷＡＮＩＣＯ
合同会社

レッツ倶楽部
井口台

広島市西区井
口台三丁目３
３番２５号ソ
フィアコート
井口台Ａｎｎ
ｅｘ１階

１日型デイサー
ビス

株式会社ヤマ
ウチ

ジョイリハ中
広

広島市西区中
広町一丁目７
番６号

短 時 間 型 デ イ
サービス

告 示

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

ｏｎｅｃａｌ
ｍ株式会社

訪問介護事業
所たいよう

広島市西区中
広町三丁目１
４番１５号

訪問介護

有限会社ケア
ネット広島

ホ ー ム ル ー
ム・リハナー
ス

広島市南区旭
一丁目１７番
８号２階

訪問看護及び介
護予防訪問看護

社会医療法人
清風会

五日市記念病
院訪問看護ス
テーション

広島市佐伯区
倉重一丁目９
５番地

訪問看護及び介
護予防訪問看護

株式会社ヤマ
ウチ

ジョイリハ中
広

広島市西区中
広町一丁目７
番６号

通所介護

ＷＡＮＩＣＯ
合同会社

レッツ倶楽部
井口台

広島市西区井
口台三丁目３
３番２５号ソ
フィアコート
井口台Ａｎｎ
ｅｘ１階

通所介護

社会福祉法人
三篠会

ユニット型特
別 養 護 老 人
ホーム三篠園

広島市安佐北
区白木町井原
１２４４番地

短期入所生活介
護及び介護予防
短期入所生活介
護
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いて準用する同法第１９条第１項の規定により、広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）道路を変更したので、同法第２１

条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、次

のとおり告示し、同条第２項により同法第１４条第１項に規定す

る図書を縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　都市計画の種類

　　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）道路

　　３・３・７０２号　長束八木線

２　都市計画を変更する土地の区域

　　広島市安佐南区八木六丁目

３　図書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　広島市都市整備局都市計画課



広島市告示第３７号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ 日　

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により、広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）一団地の住宅施設を変更したの

で、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の

規定により、次のとおり告示し、同条第２項により同法第１４条

第１項に規定する図書を縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　都市計画の種類

　　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）一団地の住宅

施設

　　基町一団地の住宅施設

２　都市計画を変更する土地の区域

　　広島市中区基町

３　図書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　広島市都市整備局都市計画課



広島市告示第３８号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ 日　

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１９条第１項の規

定により、広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計

画を決定したので、同法第２０条第１項の規定により、次のとお

り告示します。

　なお、都市計画法第２０条第２項の規定により、関係図書を広

島市都市整備局都市計画課、佐伯区役所農林建設部建築課におい

て縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　都市計画の種類

　　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計画

　　名称、位置及び区域

２　縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市都市整備局都市計画課

　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　佐伯区役所農林建設部建築課



広島市告示第３９号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５２条第１項第８

号、第５３条第１項第６号、第５６条第１項第２号ニ及び別表第

３の５の項（に）の欄の規定に基づき、広島圏都市計画区域内の

用途地域の指定のない区域のうち市街化調整区域内の建築物につ

いて、容積率、建蔽率及び建築物の各部分の高さの限度を変更し

たので告示します。

　なお、この関係図書は広島市都市整備局指導部建築指導課にお

いて縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

名称 位置及び区域

西風新都石内湯戸地区地
区計画（決定）

広島市佐伯区五日市町大字石内
の一部

第５２条第１項第８号の規定に基づき定
める区域

第５２条第１項第８
号の規定に基づき定
める数値

１　市街化調整区域のうち２の項から５
の項までに掲げる区域を除く区域

１０分の１０

２　平成１６年広島市告示第２１２号
（以下「旧告示」という。）の施行の
際、次の各号のいずれかに該当する区
域

　　旧告示の施行の際、現に存する建
築物又は現に建築、修繕若しくは模
様替の工事中の建築物の敷地の区域
で容積率が１０分の１０を超えてい
る区域

　　都市計画法（昭和４３年法律第１
００号）第４１条第１項の規定に基
づき容積率が１０分の１０を超え１
０分の２０以下と定められている区
域

１０分の２０

３　旧告示の施行の際、都市計画法第４
１条第１項の規定に基づき容積率が１
０分の２０を超え１０分の３０以下と
定められている区域

１０分の３０

４　旧告示の施行の際、都市計画法第４
１条第１項の規定に基づき容積率が１
０分の３０を超えて定められている区
域

１０分の４０

５　都市計画法第１２条の４第１項の規
定に基づく地区計画の区域（別図２の
Ａ並びに別図３のＢ並びに別図４のＣ
及びＤ並びに別図５のＥ並びに別図６
のＦ並びに別図７のＧ並びに別図８の
Ｈ及びＩの部分に限る。）内におい
て、同法第１２条の５第７項の規定に
基づき容積率を１０分の２０と定める
区域

１０分の２０



第１１１４号　―７―令和５年３月３１日 広 島 市 報

第５３条第１項第６号の規定に基づき定
める区域

第５３条第１項第６
号の規定に基づき定
める数値

１　市街化調整区域のうち２の項から５
の項に掲げる区域を除く区域

１０分の５

２　旧告示の施行の際、次の各号のいず
れかに該当する区域

　　旧告示施行の際、現に存する建築
物又は現に建築、修繕若しくは模様
替の工事中の建築物の敷地の区域で
建蔽率が１０分の５を超えている区
域

　　都市計画法第４１条第１項の規定
に基づき建蔽率が１０分の５を超え
１０分の６以下と定められている区
域

１０分の６

３　旧告示の施行の際、都市計画法第４
１条第１項の規定に基づき建蔽率が１
０分の６を超えて定められている区域

１０分の７

４　都市計画法第１２条の４第１項の規
定に基づく地区計画の区域（別図３の
Ｂ並びに別図４のＤ並びに別図５のＥ
並びに別図６のＦ並びに別図７のＧ並
びに別図８のＩの部分に限る。）内に
おいて、同法第１２条の５第７項の規
定に基づき建蔽率を１０分の６と定め
る区域

１０分の６

５　都市計画法第１２条の４第１項の規
定に基づく地区計画の区域（別図２の
Ａ及び別図４のＣ並びに別図８のＨの
部分に限る。）内において、同法第１
２条の５第７項の規定に基づき建蔽率
を１０分の７と定める区域

１０分の７

第５６条第１項第２号ニの規定に基づき
定める区域

第５６条第１項第２
号ニの規定に基づき
定める数値

１　市街化調整区域のうち２の項及び３
の項に掲げる区域を除く区域

１．２５

２　旧告示の施行の際、都市計画法第４
１条第１項の規定に基づき建築物の各
部分の高さの制限について「近隣商業
地域に準ずる」又は「商業地域に準ず
る」と定められている区域

２．５

３　都市計画法第１２条の４第１項の規
定に基づく地区計画の区域（別図２の
Ａ並びに別図３のＢ並びに別図４のＣ
並びに別図８のＨの部分に限る。）内
において、同法第１２条の５第７項の
規定に基づき、建築物の高さの最高限
度について「隣地境界線までの水平距
離のうち最小のものに相当する距離
を加えたものに２．５を乗じて得たも
の」と定める区域

２．５

法別表第３の５の項（に）の欄の規定に
基づき定める区域

法別表第３の５の項
（に）の欄の規定に
基づき定める数値

１　市街化調整区域のうち２の項及び３
の項に掲げる区域を除く区域

１．２５

２　旧告示の施行の際、都市計画法第４
１条第１項の規定に基づき建築物の各
部分の高さの制限について「近隣商業
地域に準ずる」又は「商業地域に準ず

１．５

る」と定められている区域

３　都市計画法第１２条の４第１項の規
定に基づく地区計画の区域（別図２の
Ａ並びに別図３のＢ並びに別図４のＣ
並びに別図８のＨの部分に限る。）内
において、同法第１２条の５第７項の
規定に基づき、建築物の高さの最高限
度について「前面道路の反対側の境界
線までの水平距離に１．５を乗じて得
たもの」と定める区域

１．５

別図１から別図８まで　略



広島市告示第４０号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ３ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４１号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ３ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第４２号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ３ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

日髙内科医院
広島市安佐南区
上安二丁目３２
－２１

令和５年１月
１日

令和１０年１
２月３１日

あおぞら歯科
クリニック

広島市安佐南区
大町西三丁目１
７－３８

令和５年２月
１日

令和１１年１
月３１日

訪 問 看 護 ス
テーション　
古の市

広島市安佐南区
古市三丁目５－
３

令和５年１月
１日

令和１０年１
２月３１日



―８―　第１１１４号 令和５年３月３１日広 島 市 報

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　アルパーク北棟

　　所在地　広島市西区草津南四丁目２００３番地１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　三井不動産株式会社

　　代表取締役　菰田　正信

　　東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号

３　変更事項

　　大規摸小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名　略

４　変更年月日

　　令和５年１月１日

５　届出年月日

　　令和５年２月２日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　広島市西区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和５年２月３日から同年６月３日まで。ただし、広島市

の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第１条

第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和５年６月３日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第４３号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ６ 日　

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき、次の文書については、印影の

印刷により公印の押なつに代えることを承認したので、告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

文書名
印影を印刷する

公印の名称

・放課後児童クラブに係る利用承諾通知書
・放課後児童クラブに係る利用承諾保留通知

書
・放課後児童クラブに係る利用料決定通知書
・放課後児童クラブ利用料無料等適用通知書
・放課後児童クラブに係る利用不承諾通知書
・放課後児童クラブに係る延長利用承諾通知

書
・放課後児童クラブに係る延長利用不承諾通

知書
・放課後児童クラブに係る長期休業利用承諾

通知書
・放課後児童クラブ利用料に係る督促状
・放課後児童クラブ利用料に係る催告書
・放課後児童クラブ利用料に係る口座納付済

通知書
・放課後児童クラブ利用料に係る口座振替済

明細通知書
・放課後児童クラブ利用料に係る還付通知書
・放課後児童クラブ利用料に係る充当通知書
・放課後児童クラブ利用料に係る納入通知書
・放課後児童クラブ利用料口座振替不能通知

書
・放課後児童クラブ利用料変更通知書
・放課後児童クラブに係る延長利用料決定通

知書
・放課後児童クラブ利用料に係る口座振替開

始のお知らせ

教育委員会専用
市長印



広島市告示第４４号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ８ 日　

　令和５年第１回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　招集日　　令和５年２月１５日

２　招集場所　広島市役所



広島市告示第４５号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ９ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規

定により、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ユアーズ楠木店

　　所在地　広島市西区楠木町四丁目２３番２０ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　昭和染工株式会社

　　代表取締役　飯田　久見子

　　広島市西区楠木町四丁目１番１６号

３　変更事項

　　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　　（変更前）１，８１９㎡

　　　（変更後）２，４４２㎡



第１１１４号　―９―令和５年３月３１日 広 島 市 報

　　大規模小売店舗内の施設の配置に関する事項

　　　駐車場の位置及び収容台数　略

　　大規模小売店舗内の施設の運営方法に関する事項

　　　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻　略

４　変更年月日

　　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　　令和５年８月１日

　　駐車場の収容台数

　　　平成１３年８月２９日付け大規模小売店舗立地法附則第５

条第１項の規定による届出時に錯誤

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

　　　平成１５年３月２７日付け大規模小売店舗立地法第６条第

２項の規定による届出時に錯誤

５　届出年月日

　　令和５年２月８日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　広島市西区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和５年２月９日から同年６月９日まで。ただし、広島市

の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第１条

第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定に基づき、当該大

規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持

のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告

の日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出によ

り、これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和５年６月９日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第４６号　

令和５年２月１６日　

　広島農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整

備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項にお

いて準用する同法第１２条第１項の規定により公告します。

　なお、変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは、

広島市経済観光局農林水産部農政課、安佐南区役所農林建設部農

林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安芸区役所農林建設部農

林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において、下記のとおり一

般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

縦覧日及び縦覧時間

　広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除き毎日午前８時３０分から午後５

時１５分まで



広島市告示第４７号　

令和５年２月１６日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第４８号　

令和５年２月１６日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第４９号　

令和５年２月１６日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第５０号　

令和５年２月１６日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお
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いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により、医療扶助のための施術者の廃止の届出があったの

で、生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

医療扶助のための施術者　略



広島市告示第５１号　

令和５年２月１６日　

　以下の者について、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第３０条の１１第１項の確認をしましたので、同法第５

８条の１１第１号の規定により公示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　子ども・子育て支援施設等の種類

　　児童福祉法第５９条の２第１項に規定する認可外保育施設

（第７条第１０項第４号関係）

２　特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事

業所の名称及び所在地

　　別紙のとおり

３　確認年月日

　　令和５年２月８日

別紙　略



広島市告示第５２号　

令和５年２月１６日　

　令和５年２月６日付け広島市告示第４３号の一部を次のとおり

訂正します。

広島市長　　松　井　一　實　

　印影を印刷する公印の名称を「教育委員会専用市長印」から

「市長印」に訂正する。



広島市告示第５３号　

令和５年２月１６日　

　令和５年度の路面復旧監督費の単価を別紙のとおり定める。

　なお、この単価は、令和５年４月１日以後に申請を受理した道

路の占用の許可又は工事の承認に基づき施工される掘削跡の復旧

工事について適用する。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示第５４号　

令和５年２月２０日　

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和５年２月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

　　別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）



広島市告示第５５号　

令和５年２月２０日　

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、

次のとおり開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　下水の処理を開始する年月日

　　令和５年２月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

　　別紙のとおり。

（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名

汚水及び
雨水を排除

安佐南区 長束西二丁目の一部

分流

佐伯区 五日市中央五丁目の一部

汚水を排除

安佐南区
緑井八丁目、高取北三丁目
及び伴東七丁目の各一部

安佐北区
深川四丁目、三入三丁目及
び可部東四丁目の各一部

安芸区 中野東六丁目の一部

佐伯区 湯来町大字伏谷の一部

下水を処理する区域 終末処理場の位置
及び名称区名 町名

安佐南区
緑井八丁目、高取北三丁
目、長束西二丁目及び伴東
七丁目の各一部 位置：広島市西区扇一

丁目１番１号
名称：広島市西部水資

源再生センター
安佐北区

深川四丁目、三入三丁目及
び可部東四丁目の各一部

佐伯区
湯来町大字伏谷及び五日市
中央五丁目の各一部

安芸区 中野東六丁目の一部

位置：広島市南区向洋
沖町１番１号

名称：太田川流域下水
道東部浄化セン
ター
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広島市告示第５６号　

令和５年２月２４日　

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第５８

条の規定に基づき、市営住宅等附設駐車場の使用料を別紙のとお

り定めます。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示第５７号　

令和５年２月２８日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出が

あったので、同法第７８条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第５８号　

令和５年２月２８日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので、同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第５９号　

令和５年２月２８日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項又

は第１１５条の１５第２項の規定により、次に掲げる者から指定

地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事

業の廃止の届出があったので、同法第７８条の１１第２号又は第

１１５条の２０第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第６０号　

令和５年２月２８日　

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第６１号　

令和５年２月２８日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について、所有権を取得したので告示します。

　なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（中区）第８号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第９号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ８ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年２月８日から同月２２日まで広島市

中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（中区）第１０号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ８ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年２月８日から同月２２日まで広島市

中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
中１区
３６２
号線

中区南千田
東町１２１
０番地２４
地先から
中区南千田
東町１２１
０番地２４
地先まで

旧

メートル
5.50
～

5.50

メートル

57.00

新

メートル
6.00
～

6.00

メートル

57.00

道路の 路線名 供用開始 供用開始の期日
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広島市告示（中区）第１１号　

令 和 ５ 年 ２ 月 １ ０ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和５年２月３日に広島市西部自転車等保管所へ

移動させたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１２号　

令 和 ５ 年 ２ 月 １ ０ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和５年２月７日に広島市西部自転車等保管所へ

移動させたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１３号　

令 和 ５ 年 ２ 月 １ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１４号　

令 和 ５ 年 ２ 月 １ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１５号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第１０号　

令 和 ５ 年 ２ 月 １ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年２月１日から同年２月１５日まで広

島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（東区）第１１号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第１２号　

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
東１区
２６９
号線

東区福田七
丁目２０８
４番地４地
先から
東区福田七
丁目２８２
番地３３５
地先まで

旧

メートル
4.1
～

14.2

メートル

61.0

新

メートル
10.0
～

10.5

東区福田四
丁目２０８
９番地８地
先から
東区福田七
丁目２８２
番地３１０
地先まで

旧

メートル
2.6
～
4.6

メートル

42.0

新

メートル
10.0
～

10.5

種類

市　道
中１区
３６２
号線

中区南千田東町１２１０番
地２４地先から
中区南千田東町１２１０番
地２４地先まで

令和５年２月８
日
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令 和 ５ 年 ２ 月 １ ０ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１１号

２　指定年月日　　令和５年２月１０日

３　道路の位置　　広島市東区戸坂山根二丁目１２１５番５の一

部

４　幅員　　　　　４．２０メートル

５　延長　　　　　３７．４８メートル



広島市告示（東区）第１３号　

令 和 ５ 年 ２ 月 １ ０ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１２号

２　指定年月日　　令和５年２月１０日

３　道路の位置　　広島市東区馬木七丁目の４９５番２６、４９

５番３１の一部

４　幅員　　　　　４．５～６．０メートル

５　延長　　　　　４１．５０メートル



広島市告示（東区）第１４号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ０ 日　

　広島駅北口第三自転車等駐車場に、長期間駐車されていた下記

自転車等については、令和５年２月３日に広島市西部自転車等保

管所へ移動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（東区）第１５号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（南区）第１２号　

令 和 ５ 年 ２ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１３号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１４号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ６ 日　

　広島駅南口第三Ａ駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転

車等については、令和５年２月３日に広島市西部自転車等保管所

へ移動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第１５号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１６号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１７号　

令 和 ５ 年 ２ 月 １ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。



―１４―　第１１１４号 令和５年３月３１日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１８号　

令 和 ５ 年 ２ 月 １ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１９号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第２０号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ０ 日　

　青崎駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等について

は、令和５年２月１７日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第２１号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ １ 日　

　電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９

号）第３条第１項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を

指定したので、同条第４項の規定に基づき次の通り告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第２２号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

道路の
種類

路線名 区間

主　要
地方道

広島三次線
自：広島市南区松原町５番４
至：同

市　道 南１区駅前吉島線
自：広島市南区松原町４番２
至：同町４番２１

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第２３号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（西区）第５号　

令 和 ５ 年 ２ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第６号　

令 和 ５ 年 ２ 月 １ 日　

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基

づき、都市公園を次のとおり設置します。

　その関係図書は、広島市西区役所建設部維持管理課において縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

（西区建設部維持管理課）　

別紙　略



広島市告示（西区）第７号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第８号　

令 和 ５ 年 ２ 月 １ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

名称 所在地 供用開始の期日 区域

観音新町第
四公園

広島市西区観音新
町四丁目地内

令和５年２月１
日

別紙図面の
とおり



第１１１４号　―１５―令和５年３月３１日 広 島 市 報

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第９号　

令 和 ５ 年 ２ 月 １ ５ 日　

　路線名等を定める法定外公共物を次のとおり廃止しますので、

告示します。

　その関係図面は、令和５年２月１５日から令和５年３月１日ま

で広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（西区）第１０号　

令 和 ５ 年 ２ 月 １ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第１１号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第１２号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
西５区１３８号里
道

広島市西区井口五丁目７０８番地
先から広島市西区井口五丁目７０
８番地先まで



広島市告示（安佐南区）第１１号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ３ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年２月３日から同月１７日まで広島市

安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第１２号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ３ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年２月３日から同月１７日まで広島市

安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第１３号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ９ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第２６号

２　指定年月日　　令和５年２月９日

３　道路の位置　　広島市安佐南区園七丁目の３７０番１の一

部、３７４番１１、３７４番５の一部、３７

４番１０の一部及び３７０番１地先里道

４　幅員及び延長　幅員　４．２０メートル

　　　　　　　　　延長　２８．６５メートル



道路の
種類

路線名 変更区間
新旧
別

幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道

安佐南
３区３
８６号
線

安佐南区長
束五丁目１
０４７番地
４地先から
安佐南区長
束五丁目１
０７１番地
９地先まで

旧
1.85
～

2.01
66.30

新
5.25
～

6.33
66.30

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
３区３
８６号
線

安佐南区長束五丁目１０４
７番地４地先から
安佐南区長束五丁目１０７
１番地９地先まで

令和５年２月３
日



―１６―　第１１１４号 令和５年３月３１日広 島 市 報

広島市告示（安佐南区）第１４号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ９ 日　

　長期間駐車されていた自転車等については、令和５年２月８日

に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第１５号　

令 和 ５ 年 ２ 月 １ ３ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年２月１３日から同月２７日まで広島

市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第１６号　

令 和 ５ 年 ２ 月 １ ３ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年２月１３日から同月２７日まで広島

市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第１７号　

令 和 ５ 年 ２ 月 １ ４ 日　

　令和５年第１回緑井財産区議会定例会を次のとおり招集しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

招集日時　令和５年３月３日（金）午後４時

招集場所　佐東公民館　第１研修室

道路の
種類

路線名 変更区間
新旧
別

幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道

安佐南
４区２
５６号
線

安佐南区伴
東五丁目７
７８３番地
１１地先か
ら
安佐南区伴
東五丁目７
７８３番地
１地先まで

旧
4.30
～

4.60
61.80

新
5.90
～

8.50
61.80

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安佐南
４区２
５６線

安佐南区伴東五丁目７７８
３番地１１地先から
安佐南区伴東五丁目７７８
３番地１地先まで

令和５年２月１
３日

議事日程　日程第１　会期の決定について

　　　　　日程第２　令和４年度緑井財産区会計補正予算につい

て

　　　　　日程第３　令和５年度緑井財産区会計歳入歳出予算に

ついて

　　　　　日程第４　報告事項

　　　　　　　　　　　例月出納検査結果報告について

　　　　　　　　　　　緑井財産区に関する冊子の作成業務に

ついて



広島市告示（安佐南区）第１８号　

令 和 ５ 年 ２ 月 １ ５ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年２月１５日から同年３月１日まで広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第１９号　

令 和 ５ 年 ２ 月 １ ５ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年２月１５日から同年３月１日まで広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第５号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ 日　

　安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転

車等については、令和５年１月２６日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので告示します。

道路の
種類

路線名 変更区間
新旧
別

幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道

安佐南
２区２
１６号
線

安佐南区相
田一丁目１
９９番地２
地先から
安佐南区相
田一丁目１
９７番地２
地先まで

旧
1.40
～

3.45
38.35

新
2.60
～

4.64
38.35

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
２区２
１６号
線

安佐南区相田一丁目１９９
番地２地先から
安佐南区相田一丁目１９７
番地２地先まで

令和５年２月１
５日



第１１１４号　―１７―令和５年３月３１日 広 島 市 報

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第６号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により、令和５年１月２６

日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１

２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第７号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成１５年９月５日付けで、不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋二区町内会

（代表者　洲浜　健自）について、次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所、代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第８号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ４ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年２月２４日から同年３月１０日まで

安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

旧 新

事務所
広島市安佐北区三入五丁
目１４番４０号

広島市安佐北区三入六丁
目１１番１４号

代表者の
氏名及び
住所

洲浜　健自
広島市安佐北区三入五丁
目１４番４０号

井上　郁郎
広島市安佐北区三入六丁
目１１番１４号

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員
（ｍ）

敷地の延長
（ｍ）

市　道

安佐北
２区７
５５号

安佐北区上
深川町字越
原１２９３
番地１地先
から
安佐北区上

旧
2.3
～
4.7

105.4

線 深川町字越
原１０３３
０番地２地
先まで

新
2.7
～

11.8
109.0



広島市告示（安佐北区）第９号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ４ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年２月２４日から同年３月１０日まで

安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第５号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１号

２　指定年月日　　令和５年２月２日

３　道路の位置　　広島市安芸区瀬野五丁目の１６９２番６の一

部、１６９２番１１の一部、１６９２番１２

の一部、１６９２番１３の一部及び１６９２

番１５の一部

４　幅員　　　　　４．００メートル

５　延長　　　　　３５．００メートル



広島市告示（安芸区）第６号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第７号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐北
２区７
５５号
線

安佐北区上深川町字越原１
２９３番地１地先から
安佐北区上深川町字越原１
０３３０番地２地先まで

令和５年２月２
４日



―１８―　第１１１４号 令和５年３月３１日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第８号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第９号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第１０号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ８ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。

　この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　廃止番号　　　第２号

２　廃止年月日　　令和５年２月８日

３　道路の位置　　広島市安芸区矢野東六丁目２２４１番１

４　幅員　　　　　４．００メートル

５　延長　　　　　２７．５０メートル



広島市告示（安芸区）第１１号　

令 和 ５ 年 ２ 月 １ ７ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年２月１７日から同年３月３日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安芸１
区４６
１号線

安芸区上瀬野町字大元谷山
１０００２番地１地先から
安芸区上瀬野町字大山甲９
番地１地先まで

令和５年２月２
０日

市　道
安芸１
区上瀬
野線

安芸区上瀬野町字大元谷山
１０００１番地７３地先か
ら
安芸区上瀬野町字大元谷山
１０００２番地２７地先ま
で

令和５年２月２
０日



広島市告示（安芸区）第１２号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ７ 日　

　次のとおり路線等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

　その関係図面は、令和５年２月２７日から同年３月１３日ま

で、広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第１３号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ８ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第３号

２　指定年月日　　令和５年２月２８日

３　道路の位置　　広島市安芸区中野四丁目２３３６番１の一部

４　幅員　　　　　４．２０メートル

５　延長　　　　　３４．７３メートル



広島市告示（佐伯区）第１０号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第１１号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ８ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年２月８日から同月２２日まで広島市

佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水　路
Ｋ４－Ｇ－１００
－１９－７号水路

広島市安芸区阿戸町１５１０番地
先から広島市安芸区阿戸町１４８
９番地先まで



第１１１４号　―１９―令和５年３月３１日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第１２号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ８ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年２月８日から同月２２日まで広島市

佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第１３号　

令 和 ５ 年 ２ 月 １ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第１４号　

令 和 ５ 年 ２ 月 １ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第１５号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ２ 日　

路線の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

県　道
一般県
道白砂
玖島線

佐伯区湯来
町大字白砂
字東鹿道下
１４２５番
地３地先か
ら
佐伯区湯来
町大字白砂
字東重光９
３６番地１
地先まで

旧

メートル
3.0
～

10.0

メートル

965.2

新

メートル
8.0
～

66.0

メートル

980.0

路線の
種類

路線名 供用開始 供用開始の期日

県　道
一般県
道白砂
玖島線

佐伯区湯来町大字白砂字東
重光９３３番地４地先から
佐伯区湯来町大字白砂字東
重光９３６番地１地先まで

令和５年２月８
日

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年２月２２日から同年３月８日まで広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第１６号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ２ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和５年２月２２日から同年３月８日まで広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第１７号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略

広島市安佐北区告示第１号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ １ 日　

　下記の者について、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第８条及び住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２

路線の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

国　道
４３３
号

佐伯区湯来
町大字原
字西明治１
０７３１番
地１地先か
ら
佐伯区湯来
町大字原
字西明治１
０７２０番
地地先まで

旧

メートル
3.1
～

39.5

メートル

270.9

新

メートル
10.7
～

41.2

メートル

270.9

路線の
種類

路線名 供用開始 供用開始の期日

国　道
４３３
号

佐伯区湯来町大字原字西
明治１０７３１番地１地先
から
佐伯区湯来町大字原字西
明治１０７２０番地地先ま
で

令和５年２月２
２日

区 告 示



―２０―　第１１１４号 令和５年３月３１日広 島 市 報

号）第１２条第１項の規定により職権で処理をしたので、同条第

４項の規定により公示する。

広島市安佐北区長　　萬ケ原　伸　二　

記

広島市南区選挙管理委員会告示第１号　

令 和 ５ 年 ２ 月 １ ５ 日　

　広島市長、広島県議会議員及び広島市議会議員の任期の満了に

伴い、地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等

の期日等の臨時特例に関する法律施行令（令和４年政令第３５２

号）第１条の規定による公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８

９号）第１７条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の

移替えをしない期間を、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

１　登録の移替えをしない期間

　　令和５年３月２日から同年４月９日まで

２　上記の機関に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、令和５

年４月１０日から行う。

広島市教育委員会告示第３号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ３ 日　

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　糸　山　　　隆　

氏名 住民票記載の住所 職権処理の内容

大久保　伸郎
広島市安佐北区白木町大字井
原１３６１番地１

職権消除

区 選 管 告 示

教育委員会告示

１　日　時　令和５年２月８日（水）　午後１時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

　【公開予定議題】

　　平和教育プログラムの改訂について（報告）

　【非公開予定議題】

　　事務局職員の人事について（議案）

　　教職員の人事について（議案）

広島市監査公表第３号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　路　英　男　

同　　　　　　　山　内　正　晃　

　　　令和４年度包括外部監査人の監査の結果に関する報告

の公表

　地方自治法第２５２条の３７第５項の規定により包括外部監査

人松本京子から監査の結果に関する報告の提出があったので、同

法第２５２条の３８第３項の規定により、次のとおり公表する。

次のとおり　略



広島市監査公表第４号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ６ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　路　英　男　

同　　　　　　　山　内　正　晃　

　　　包括外部監査の意見に対する対応結果の公表について

　広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があっ

たので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

監査公表

（別紙）

平成２３年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

（教育委員会）

１　監査意見公表年月日

　　平成２４年２月６日（広島市監査公表第４号）

２　包括外部監査人

　　世良　敏昭

３　監査意見に対する対応結果通知年月日

　　令和５年１月３１日（広市教総施第５５号）

４　監査のテーマ

　　未収金、貸付金、出資金及び基金に係る財務に関する事務の執行について（債権管理に関する事務を含む。）

５　監査の意見及び対応の内容
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財団法人広島市都市整備公社貸付金（先行建設した学校の再取得時期について）
（所管課：教育委員会事務局総務部施設課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　広島市においては財団法人広島市都市整備公社を活用し、地方公共団体が行う
事業の負担軽減を図っており、同公社の活用状況に問題はない。
　しかし一方で、同公社の資産には既に開校している学校施設が複数含まれてい
る。広島市が同公社から学校施設を再取得する時期は、上記メリットを勘案して
のことではあるが、開校した学校施設については広島市の学校施設として運営し
ていることから、経済的実態としては広島市の財産として取り扱うべきものと考
える。
　開校後、数年経過するにも関わらず広島市の財産として取り扱われないこと
は、経済的実態（広島市の財産）と法的実態（同公社の財産）に矛盾が生じるた
め、その早期の解消が求められる。広島市は開校後、速やかに同公社より学校施
設を再取得するよう検討が望まれる。

　監査の意見を受け、平成２４年度末現在、一般
財団法人広島市都市整備公社の資産に含まれてい
た全ての学校施設（校舎、屋内運動場、プール及
び給食場）について、平成２５年度に国庫補助の
交付決定を受け、平成２６年３月６日付けで取得
を完了した。
　国の先行建築制度を利用して、学校施設を分割
して購入することにより、取得時の児童数・学級
数に応じた国庫補助を得ることができる点、財政
支出の平準化を図ることができる点で有用なもの
であることから、本市では、取得するまでの一定
期間、同公社から借用して、本市の学校施設とし
て供用することとしているものである。
　なお、現在同公社の資産に含まれる学校施設で
ある平成２９年４月開校の石内北小学校について
は、平成３１年度から令和６年度までに分割して
取得する計画とし、令和４年度まで計画どおり取
得を進めている。
　今後も同公社から借用する期間がいたずらに長
くならないよう、財源を確保し、計画的な取得に
努めることとする。



広島市監査公表第５号　

令 和 ５ 年 ２ 月 ７ 日　

　令和４年１２月１３日付け第１１６８号で受け付けた広島市職

員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定により、別紙のと

おり公表する。

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　路　英　男　

同　　　　　　　山　内　正　晃　

（別紙）

広監第１７０号　

令和５年２月７日　

　請求人

　（略）

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　路　英　男　

同　　　　　　　山　内　正　晃　

　　　広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

（通知）

　令和４年１２月１３日付け第１１６８号で受け付けた広島市職

員に関する措置請求（以下「本件措置請求」という。）につい

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第５項の

規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次の

とおり通知する。

第１　請求の要旨

　　請求書の記載内容から、請求の要旨は次のとおりと整理でき

る。

　恵下埋立地（仮称）建設工事での伐採木処分費支出における不

当な処理に関する措置請求

　　監査請求の概要

　　　「恵下埋立地（仮称）建設工事」では、伐採木の産廃処分

に係る「処分費」の支出において、市民団体からは、「受注

者から請求された伐採木の処理数量は水増しになっているの

で、適正数量に見直し、当該工事の請負契約が終了する前に

設計変更によって減額しなければ、不当な支出になる」旨、

環境局に伝えられていたが、工事担当者は見直しをしなかっ

た。

　　　その結果、水増し請求に対する水増し支払いが確定した。

　　　工事を担当した職員を中心とする関係職員の行為が不当な

財務会計処理にあたることから監査請求するものである。

　　　「恵下埋立地（仮称）建設工事」は、２０１６年３月１日

に工事請負契約がなされ、２０２２年８月３１日に請負契約

が終了した。本件工事の支払額は約１１４億４５２２万円で

あったが、そのうち伐採木の処分費として支出された約１億

円（推定）が、担当職員の不適切処理による不当支出になっ

ていると考えられる。

　　　本件工事で、伐採木は産廃として処分するために約２２０

０台のトラックで運搬された。そのほとんどすべてが荷箱の

あるトラックであり、受注者が荷箱の容量で請求したため、

莫大な水増し請求と水増し支払いが行われた。少なく見積

もっても約１億円になると推定された。

　　　この水増し支払いは、工事監督員が数量確認を怠っていた

ことに原因がある。積み込んだトラック毎に伐採木の「荷積
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み状態の体積」を測定し、その数量に対して支払いをすべき

ところ、荷積み状態の体積を荷箱の容量に置き換え、それで

是として確認を怠っている。

　　　本件工事では、荷箱のあるトラックについて、全ての運搬

トラックで荷箱の容量が伐採木の体積に等しいとして処分費

の請求が行われていた結果、莫大な水増し請求となって約１

億円（推定）もの水増し支払いになったために税金の不当な

支出が確定した。

　　請求の対象となる職員

　　　この工事及び支払いに関係する職員

　　損害の推定

　　　約１億円と推定される。

　　請求する措置

　　　過大支払いとなっている処分費を認定し、受注業者から返

還してもらう措置を講じること

　（事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が、添付を省略する。）

　　【事実証明書１】伐採木運搬過積載管理表

　　【事実証明書２】産業廃棄物管理票（電子マニフェスト）

　　【事実証明書３】荷箱のないトラック広島１３０あ３１３３

の荷姿

　　【事実証明書４】荷箱のあるトラック広島１３０う１０３３

の荷姿

　　【事実証明書５】荷箱の容量による請求が水増し請求である

ことの証拠を視覚的に分かり易く示した図

　　【事実証明書６】水増し支払額の推定

　　【事実証明書７】「荷積み状態の体積」についての広島市都

市整備局技術管理課長及び広島市都市整備局

技術管理課長の回答

　　【事実証明書８】市民団体が、工事終了前に適正な数量に見

直し、設計変更によって減額する等で税金の

不当支出を適正にするよう求めた質問書の事

例

　　【事実証明書９】住民監査請求の監査結果（令和４年４月１

９日公表広島市監査公表第９号～１２号）結

論を支配した広島市長名の「意見書」（満杯

になり得ない事実を伏せている）

第２　請求の受理

　　本件措置請求は、地方自治法第２４２条第１項の所定の要件

を具備するものと認め、令和５年１月１２日に、令和４年１２

月１３日付けでこれを受理することを決定した。

第３　監査の実施

　１　請求人による証拠の提出及び陳述

　　　地方自治法第２４２条第７項の規定に基づき、請求人に対

し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人から

新たな証拠の提出はなかったものの、次のとおり代理人によ

り、本件措置請求の内容に沿って陳述が行われた。

　　　陳述日

　　　　令和５年１月２５日

　　　代理人

　　　　（略）

　　　主な陳述内容

　　　・　伐採木の処分費は、トラックに積み込んだ荷積み状態

の体積に対して支払うべきであるにもかかわらず、ト

ラックの荷箱の容量で支払われており、過大な支払いと

なった。

　　　・　工事監督員が数量の確認を怠り、荷箱のあるトラック

では荷箱の容量を積み荷の量とする逸脱した行為が問題

である。

　２　広島市長（環境局施設部埋立地整備管理課（旧恵下埋立地

建設事務所））の意見書

　　　広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ、令和５年１月２０日付け広施埋第１２７号により意見

書の提出及び同年２月１日付け広施埋第１３１号により補充

意見書の提出があった。なお、陳述は行われなかった。

　　　これらの意見書の主な内容は、次のとおりである。

　　　本市の意見の趣旨

　　　　請求人の主張しているような不当な支出は生じていない

ことから、本件措置請求は棄却されるべきである。

　　　本市の意見の理由

　　　ア　請求人の主張に対する反論等について

　　　　　請求人が伐採木の処分費の支払いについて、違法・不

当であると主張しているような不当な支出は生じていな

い。以下その理由を述べる。

　　　　　請求人は、本件工事で、伐採木は産廃として処分する

ために約２２００台のトラックで運搬され、そのほとん

どすべてが荷箱のあるトラックであり、受注者が荷箱の

容量で請求したため、莫大な水増し請求と水増し支払い

が行われたと主張している。

　　　　　しかし、Ａ企業体は、処分施設へ伐採木を運搬した全

車両（約２２００台）について、満載であることを実際

に確認したうえで、事前に計測したトラックの荷箱容量

を伐採木の処分量としている。

　　　　　つまり、Ａ企業体が本市へ報告している伐採木の処分

量は、トラックの荷箱に伐採木を満載にして、運搬した

数量であり、結果的にトラックの荷箱容量と一致してい

るものである。

　　　　　また、本市が施工状況の照合等を委託している現場技

術員が、伐採木を多量に搬出している時期については、

ほぼ毎日、トラックの積込状況等を確認しており、運搬

する処分施設ごとに１回以上、立会を行い、満載に積み

込まれていることを確認し、写真でも記録している。

　　　　　さらに、本市においても、トラックの積込状況写真

（全３４枚）により、伐採木の積載状況を確認してお
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り、その中で満載に積み込まれた状態でないと判断した

ものについては、実際の積込状況に合わせ、伐採木の処

分量を決定している。

　　　　　実際に、伐採木がトラックの荷箱に満載に積み込まれ

た状態でないと判断される写真があったため、平成２９

年１１月から平成３１年２月末までに処分施設へ搬入さ

れた伐採木の数量（４１４台のトラック搬出分）につい

ては、トラックの荷箱容量に０．８を乗じた数量で処分

量を決定している。

　　　　　なお、本市は、Ａ企業体から、荷箱のあるトラックに

木材を積み込む場合、大きな空隙が生じないよう、さま

ざまな長さの幹や枝葉を積込、運搬したことを確認して

いる。よって、伐採木については、運搬ごとに積み方や

種類等により重量が異なり、運搬する荷積みの比重が均

一でないことから、重量データを比例案分し、荷積みの

容量を算出する方法を必ずしも否定するものではない

が、請求人が事実証明書５で示された、幹のみを積載し

たトラック１台のみの重量データにより比重を算出し、

荷箱のあるトラックの積載量を算出するとした方法は適

切でなく、荷箱が満載ではなかったという証拠にはなら

ない。

　　　　　このように、伐採木の処分費は、実際の荷積状態での

体積で支払っており、トラックの荷箱の容量で支払って

いるとの請求人の主張は事実ではない。

　　　イ　まとめ

　　　　　以上の次第で、本件工事で支出した伐採木の数量は、

処分施設に運搬した伐採木の体積（実際の荷積状態）に

対して支払われており、本市には何らの不当な支出は生

じていないことから、本件措置請求は棄却されるべきで

ある。

　３　監査対象事項

　　　請求人は、産業廃棄物として処分されている伐採木の処分

費は、伐採木の体積に対して支払われなければならないにも

かかわらず、荷箱の容量より少なく積み込まれた伐採木を荷

箱の容量分あるとする不適正な履行確認により過大に算定さ

れ、その結果、受注者に対し処分費が余分に支払われ、市に

損害が発生したと主張していると認められる。

　　　このため、本件工事の請負契約に基づく支払（完成払を含

む。）に係る履行確認において、伐採木の処分量を適正に確

認せず、これにより伐採木の処分費の支払が違法又は不当に

なっているかについて監査する。

　４　監査の実施内容

　　　請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を

確認するとともに、関係職員への聴取りを行うほか、本件措

置請求において述べられている事実関係について、別添の令

和４年４月１９日付け広監第１４号「広島市職員に関する措

置請求に係る監査結果について（通知）」（ほかに３件同様

の内容のものがある。以下「前回監査結果」という。）で監

査結果を通知した広島市職員に関する措置請求（以下「前回

措置請求」という。）において述べられている事実関係と比

較し、違いの有無について確認した。

第４　監査の結果

　１　事実の確認

　　　本件工事の請負契約における伐採木の処分費の支払につい

ては、本件措置請求において述べられている事実関係と前回

措置請求において述べられている事実関係は、履行確認に係

る点において内容が同一のものであると認められる。

　　　したがって、本件措置請求に対する判断の基となる事実関

係については、前回監査結果において確認した事実関係のと

おりである。

　　　なお、受注者は、令和２年８月から令和３年１１月に伐採

木の処分を完了するまでの間において、伐採木をトラックの

荷箱に満載した状態での運搬・処分量を重量でマニフェスト

に記載するよう変更し、市においては、その重量を体積に換

算して処分量を確定した後、契約変更を経て、所定の検査員

による検査を行い、伐採木の処分費に係る履行確認を行って

いた。

　２　判断

　　　上記１の事実関係から、本件措置請求に対する判断は、前

回監査結果における判断のとおりとする。

　　　なお、完成払に係る伐採木の処分量の一部が重量でマニ

フェストに記載されていたが、その重量を体積に換算して処

分量を確認しており、履行確認も適正になされていたことか

ら、この判断に影響を与えるものではない。

　３　結論

　　　請求人の行った本件措置請求については、理由がないもの

であり、請求を棄却する。

（別添）

広 監 第 １ ４ 号　

令和４年４月１９日　

　請求人

　（略）

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

　　　広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

（通知）

　令和４年３月１５日付け第１５４６号で受け付けた広島市職員

に関する措置請求（以下「本件措置請求」という。）について、
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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定

により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとお

り通知する。

第１　請求の要旨

　　請求の要旨は、請求書の記載内容から抜粋引用すると、大要

は次のとおり。

　　　広島市長その他関係する職員による伐採木処分費用支

出に関する措置請求

　　　監査請求の概要

　　　　本監査請求は、産廃として処分されている伐採木の処分

費は、運搬トラックの荷箱のあるなしに関係なく、処分施

設に運搬した伐採木の体積に対して支払われなければなら

ないにも関わらず、恵下埋立地（仮称）建設工事におい

て、荷箱のあるトラックでは荷箱の大きさで支払われてい

ることが違法・不当であるとして、監査請求するもので

す。

　　　　本監査請求は、伐採木の処分費は、荷物の大きさを測っ

た体積を基にして支払われるべきで、そうしていないこと

が違法・不当であると主張しています。

　　　　「恵下埋立地（仮称）建設工事」では、伐採木を処分施

設（再資源化施設）に運搬して再資源化処理することとし

ており、そのための処分費を、広島市が受注者であるＡ企

業体に支払っています。

　　　　２台のトラックでの運搬に対して、荷箱のないトラック

では５２，８００円、荷箱のあるトラックでは７０，８４０

円の処分費が元請業者に支払われました。（実際には、こ

れは「直接工事費」であり、諸経費が上乗せされますか

ら、さらに大きな金額が支払われています。）

　　　　どちらもほぼ同じ量の伐採木の幹を運んでいますが、処

分費が大きく違っています。

　　　　伐採木の数量として、荷箱のないトラックの場合は、荷

物の大きさを測ってその「荷積み状態」の体積を計上して

います。それに対して、荷箱のあるトラックでは、荷箱の

容積より少ない積み荷を運んでいても、荷箱の大きさで計

上されています。このことから差が生じたものです。これ

は、トラックの荷箱の長さが６．１ｍであるのに対して、

積込まれている木材の長さが４ｍであることから、荷箱容

量の約３分の１にも及ぶ大きな空隙が生じてしまい、支払

額に大きな差がでたものです。

　　　　しかし、伐採木の処分費は、荷箱があるなしに関係な

く、荷物の大きさを測った体積を基とすることが定められ

ています。つまり、荷箱のないトラックの通り、荷積み状

態での荷物の体積を計測して、その体積に対して処分費を

支払わなければなりません。

　　　　支払われたのは、積み荷の伐採木をチップ等に再資源化

するための処分費ですから、どちらのトラックでも、積み

荷に対して支払われなければならないもので、同じような

支払い額になるべきものですが、荷箱のあるトラックでは

過大な支払いとなっています。

　　　　これは、工事監督員がその任務である数量の確認を怠

り、荷箱のあるトラックでは荷箱の容量を積み荷の量とす

るという逸脱した行為が原因で生じたものです。

　　　　公共工事の監督業務は、地方自治法第２３４条の２（契

約の履行の確保）により、その実施が位置付けられていま

す。地方自治法第２３４条の２第１項は「普通地方公共団

体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件

の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普

通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契

約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了

の確認（給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場

合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の

既納部分の確認を含む。）をするため必要な監督又は検査

をしなければならない。」と規定しています。工事監督員

には、完了の確認のため、積み荷の体積の測定結果の確認

が必要です。

　　　　伐採木の処分費は、積算基準によって「荷積み状態の体

積」に対して単価設定されており、その体積に対して支払

われなければなりません。

　　　　本件では、荷物を積み込んだ状態での体積を計測し、そ

の体積に対して処分費の支払いをすべきところを、体積を

計測することなく荷箱の容量で支払ったことから、違法な

水増し支払いとなっています。

　　　　税金を財源とする公共工事では、水増し支払いは許され

ません。実際に処分する廃棄物の量に対して、その処分に

必要な費用を支払うこととなっており、数量の確認を行う

ことなく漫然と支払いを続けた結果、莫大な額の水増し支

払いが行われたと考えられます。

　　　　２台の比較では、１８，０４０円の差（「直接工事費」

べースで）が出ています。実際には１台だけではなく、相

当な台数になりますので、全体では数千万円から億円単位

に及ぶ差が生じるものと思われます。

　　　　産業廃棄物のマニフェストには、「排出量」欄に、トラ 

ックの荷箱の容積が記載されており、その数量で処分費の

請求が行われていたため生じたものです。

　　　　荷箱のあるトラックでは伐採木の量が荷箱の容積で計上

されていたために荷箱内の空気に対しても処分費を支払う

ことになって、結果として過大な支払いになりました。こ

れは、明らかに、違法な支払いです。

　　　　なお、通常、トラックの積み荷は、運搬先でトラックス

ケールによって重量で計量され、計量伝票が発行されるの

ですから、荷物の体積が分からない場合には、マニフェス

トに、この重量を記載（収集運搬業者か処分業者によっ

て）することによって確定させるべきものであると思われ

ます。

　　　　事実、本件工事の前に行われた「恵下埋立地（仮称）取

付道路建設工事」では、マニフェストに、計量伝票の値を
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記載して重量で確定し、その重量に対して請求がなされ、

支払いが行われています。

　　　　積算基準では、重量が判明していれば、「重量換算係

数」によって、重量を体積に換算することで支払いができ

るようになっています。重量換算係数は０．５ｔ／です

から、計量された重量を０．５で除して体積にし、その体

積に処分費単価を乗じることで、適正な支払いを行うこと

ができます。

　　　　本件工事では、荷箱容量が４０ものトラックでも運搬

されています。この荷箱に満杯に積めば、重量換算係数を

用いて換算すると２０ｔにもなり、日常的に法律に違反し

て大幅な重量超過での運搬が行われていたことになります

が、搬入先で計量されることからもこのような違法行為は

できません。荷箱容量４０のトラックでは車体重量が重

くなることから、積み荷は７～８ｔ程度までしか積めない

ものと思われます。

　　　　行政庁には、一定の裁量が認められているものの、その

判断が事実の基礎を欠き、社会通念上著しく妥当でないこ

とが明白な場合には、裁量権の逸脱や裁量権の濫用とされ

ます。

　　　　本件は、荷積み状態での体積に対して支払わなければな

らないとされていることから、荷箱の容量で支払うこと

は、明らかに裁量権の逸脱・濫用が行われているといえま

す。

　　　請求の対象となる職員

　　　　この工事及び支払いに関係する職員

　　　損害の推定

　　　　荷箱のあるトラックでは、積み荷の量に関わらず荷箱の

大きさで支払われ、荷箱のないトラックでは積み荷の量で

支払われるという不適切な支払いは、税金の違法な支出で

あり、積み荷の量とトラックの荷箱の大きさとの差が過大

に支出された処分費となるので、それが損害と推定されま

す。

　　　　なお、額の確定にあたっては、先に記載した通り、運搬

先によるトラックスケールでの計量伝票に記載の重量を、

重量換算係数によって体積に換算して処分費単価（１当

たりの）を乗じて求め、現在の支払額との差を過大に支払

われた額として確定することが可能です。

　　　請求する措置

　　　　過大となっている処分費を設計変更で減額する等の方法

で適正な支出とすること

　　（事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が、添付を省略する。）

　　【事実証明書１】荷箱のないトラック「広島１３０あ３１３

３」と荷箱のあるトラック「広島１３０う１

０３３」での運搬数量（どちらもほぼ同じ量

であるにも関わらず大きな差が生じている証

拠）

　　【事実証明書２】「荷積み状態」についての広島県土木建築

局技術企画課長の回答

　　【事実証明書３】「荷積み状態」についての広島市都市整備

局技術管理課長の回答

　　【事実証明書４】排出量欄に荷箱容量が計上されている本件

伐採木の電子マニフェストの一部（Ｈ２８年

６月分の一部）

　　【事実証明書５】本件電子マニフェストに記載されているト

ラック毎の荷箱容量

　　【事実証明書６】事実証明書４に記載されているトラックの

うち、車両番号「広島１３０う１０３３」の

荷箱容量を証明する資料

　　【事実証明書７】建設発生木材の処分費単価が積み荷状態で

の空であることについて記載されている文

書

　　【事実証明書８】社会の一般常識（社会通念）について

　　【事実証明書９】処分施設に搬入した伐採木の量を、処分施

設で計量した重量で記載している「恵下埋立

地（仮称）取付道路建設工事」のマニフェス

ト

　　【事実証明書１０】伐採した幹材の長さが４ｍである事実

　　【事実証明書１１】事実証明が不足している場合、具体的に

必要とする内容を提示して補正を求めるこ

とができるので、その事例。（本事例は、

補正を請求したが補正されなかったので受

理前却下したという大阪市監査委員の事例

（大阪市ホームページ））

　　【事実証明書１２】広島市が、１回のトラックで運搬した伐

採木の数量を、そのトラックの荷箱の容量

で数量認定している事実

第２　請求の受理

　　本件措置請求は、地方自治法第２４２条第１項の所定の要件

を具備するものと認め、令和４年３月１６日に、同月１５日付

けでこれを受理することを決定した。

第３　監査の実施

　１　請求人による証拠の提出及び陳述

　　　地方自治法第２４２条第７項の規定に基づき、請求人に

対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けた。

　　　これを受けて、請求人は、次のとおり、書類を提出する

とともに、令和４年３月２５日、本件措置請求の要旨に

沿って陳述した。

　　　ア　提出された書類

　　　　・　「広島市長その他関係する職員による伐採木処分費

用支出に関する措置請求（新たな証拠等）」（添付を

省略する。）

　　　イ　主な陳述の内容

　　　　・　伐採木の処分費は、トラックに積み込んだ荷積み状
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態の体積に対して支払うべきであるにもかかわらず、

トラックの荷箱の容量で支払われており、不当に過大

な支出となっていること。

　　　　・　工事監督員が数量の確認を怠り、荷箱のあるトラッ

クでは荷箱の容量を積み荷の量とする逸脱した行為が

問題であること。

　２　広島市長の意見書の提出及び陳述

　　　広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ、令和４年３月２４日付け広施恵第２０８号により意見

書が提出された。なお、陳述は行われなかった。

　　　意見書の主な内容は、以下のとおりである。

　　　本市の意見の趣旨

　　　　請求人の主張しているような不当な支出は生じていない

ことから、本件措置請求は却下されるべきである。

　　　本市の意見の理由

　　　ア　マニフェストに記載された「排出量」欄の数量につい

て

　　　　　請求人は、マニフェストの「排出量」欄には、トラッ

クの荷箱容量を記載していると主張している。

　　　　　しかし、受注者は、処分施設へ伐採木を運搬した全車

両（約２２００台）について、満載であることを実際に

確認したうえで、事前に計測したトラックの荷箱容量を

マニフェストの「排出量」欄に入力している。

　　　　　つまり、受注者が本市へ報告しているマニフェストに

記載された「排出量」欄の数量は、トラックの荷箱に伐

採木を満載にして、運搬した数量であり、結果的にマニ

フェストに記載された「排出量」欄の数量とトラックの

荷箱容量が一致しているだけである。

　　　　　さらに、本市が施工状況の照合等を委託している現場

技術員が、伐採木を多量に搬出している時期について

は、ほぼ毎日、トラックの積込状況等を確認しており、

運搬する処分施設ごとに１回以上、立会を行い、満載に

積み込まれていることを確認し、写真でも記録してい

る。

　　　イ　伐採木の処分費の支払いについて

　　　　　請求人は、伐採木の処分費を、伐採木の体積で支払わ

なければならないにも関わらず、荷箱のあるトラックで

はトラックの荷箱の容量で支払っており、違法・不当で

あると主張している。

　　　　　しかし、上記アのとおり、受注者が本市へ報告してい

るマニフェストに記載された「排出量」欄の数量は、ト

ラックの荷箱に伐採木を満載にし、運搬した数量であ

る。

　　　　　また、本市においても、トラックの積込状況写真（全

３４枚）により、伐採木の積載状況を確認することにし

ており、その中で満載に積み込まれた状態でないと判断

したものについては、実際の積込状況に合わせ、伐採木

の処分量を決定することにしている。

　　　　　実際に、伐採木がトラックの荷箱に満載に積み込まれ

た状態でないと判断される写真があったため、平成２９

年１１月から平成３１年２月末までに処分施設へ搬出さ

れた伐採木の数量（４１４台のトラック搬出分）につい

ては、マニフェストに記載された「排出量」欄の数量に

０．８を乗じた数量で処分量を決定している。

　　　　　このように、伐採木の処分費は、実際の荷積状態での

体積で支払っており、トラックの荷箱の容量で支払って

いるとの請求人の主張は事実ではない。

　　　ウ　事実証明書１について

　　　　　請求人は、事実証明書１を根拠に、トラックの荷箱の

長さが６．１ｍであるのに対して、積み込まれている木

材の長さが４ｍであることから、荷箱容量の約３分の１

にも及ぶ大きな空隙が生じてしまい、支払額に大きな差

が出たものであり、荷箱のあるトラックでは過大な支払

いとなっていると主張している。

　　　　　しかし、事実証明書１に掲載している荷箱に積まれた

伐採木は、平成２８年６月１日に有価物としての幹を搬

出した際の写真であり、その幹は市場に直接運搬し、売

却していることから、本市が処分費を支払っている事実

はない。

　　　　　本市は、受注者から、伐採木を積み込む場合、トラッ

クの荷箱に大きな空隙が生じないよう、さまざまな長さ

の有価物でない幹や枝葉、根株を積込、運搬したことを

確認している。

　　　　　また、本市においても、実態として満載状態かどう

か、大きな空隙が生じている事実がないかを確認するた

め、処分施設に対して伐採木の搬入状況について照会

し、平成３１年３月１９日付で、処分施設から満載状態

であることを確認し受け入れた旨の回答を文書で受理し

ている。

　　　　　したがって、荷箱容量に大きな空隙が生じて運搬して

いる事実はない。

　　　エ　事実証明書１０について

　　　　　請求人は、事実証明書１０を根拠に、処分施設へ搬入

するトラックに積み込まれている木材の長さが４ｍであ

ると断定しており、事実証明書１０に記載している木材

市場での記録が、あたかも処分施設へ搬入された木材の

ように記載している。

　　　　　しかし、掲載している精算書は、受注者が直接、木材

市場へ運搬し、売却したものであり、処分施設へ搬入さ

れたものではないこと、また、処分施設へ搬入している

木材は、すべて処分施設において、選別、切断もしくは

破砕等を行っていることから、たとえ木材の一部を市場

へ売却していたとしても、処分施設に搬入した木材の長

さが４ｍであることの根拠にはならない。

　　　オ　伐採木の計量方法について

　　　　　請求人は、通常、トラックの積荷は、運搬先でトラッ

クスケールによって重量で計量され、計量伝票が発行さ
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れるため、荷物の体積が分からない場合には、マニフェ

ストにこの重量を記載し確定させるべきであると主張し

ている。

　　　　　しかし、本件工事において、伐採木の処分量を体積で

管理しており、重量で確定させる必要がない。

　３　監査対象事項

　　　請求人は、産業廃棄物として処分されている伐採木の処分

費は、伐採木の体積に対して支払われなければならないにも

かかわらず、荷箱の容量より少なく積み込まれた伐採木を荷

箱の容量分あるとする不適正な履行確認により過大に算定さ

れ、その結果、受注者に対し処分費が余分に支払われ、市に

損害が発生したと主張していると認められる。

　　　このため、本件請負契約に基づく部分払に係る履行確認に

おいて、伐採木処分量を適正に確認せず、これにより伐採木

処分費の支払が違法又は不当になっているかについて監査す

る。

　４　監査の実施内容

　　　請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類、請求人の陳述の内容、広島市長から提出された意

見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取

り及び関係人調査を行うなどして監査した。

第４　監査の結果

　１　事実の確認

　　　恵下埋立地（仮称）建設工事（以下「本件工事」とい

う。）における伐採工の概要

　　　ア　恵下埋立地（仮称）建設工事請負契約（以下「本件請

負契約」という。）の概要

　　　　ア　工 事 場 所　　佐伯区湯来町大字和田

　　　　イ　工　　　期　　平成２８年３月１日から平成３２年

３月１０日まで（当初契約時）

　　　　　　　　　　　　　平成２８年３月１日から令和４年８

月３１日まで（変更契約後）

　　　　ウ　請負代金額　　９３億４，８４８万円（当初契約 

時）

　　　　　　　　　　　　　１１４億３，０５０万１，６８０円

（変更契約後）

　　　　エ　受　注　者　　Ａ企業体

　　　　オ　当初契約日　　平成２８年３月１日

　　　　カ　工 事 内 容　　全体計画容量１６０万立方メートル

のうちの３５万立方メートルの廃棄物

埋立地建設工事（埋立地の用地約２２

万４，０００平方メートルの造成その

他工事）

　　　イ　伐採木に係る設計図書上の記載

　　　　　本件工事の特記仕様書、土木工事施工条件及び工事設

計書には、準備工の一つである伐採工について、次の内

容が記載されている。

　　　　　・特記仕様書（当初契約時から変更なし）

　　　　　・土木工事施工条件（当初契約時）

　　　　　・土木工事施工条件（変更契約後）

１３　建設副産物の搬出について

　　工事の施工により発生する建設副産物は、下記

の場所に搬入することとする。なお、指定場所等

との協議等で他の受入れ場所へ搬入する必要があ

る場合又は、他の受入場所がない場合は、本市と

協議し決定するものとする。なお、運搬、搬入

等にあたり産業廃棄物に該当する建設副産物は、 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守す

ること。

　　　受入場所

建設副産物 搬入場所

発生木材
産業廃棄物処分業の中間処理
の許可を有する再資源化施設

７．建設副産物関係

⑤　伐採木及
び根株

　本工事において発生する伐採木及び
根株については、下記の受入場所に搬
出することとし、所在地への搬出を見
込んでいる。
　ただし、下記の受入場所以外の「産
業廃棄物処分業の中間処分の許可を有
し、木質チップ等として再資源化可能
な再資源化施設」に搬出することを妨
げるものではない。
　施設名　　Ｂ社樹木リサイクルセン

ター
　所在地　　佐伯区五日市町大字石内
　運搬距離　１９．４㎞

９．その他

②　伐採除根
量について

　本工事の施工に当っては、伐採除根
量（体積）について近隣工事の実績に
より、下記のとおり見込んでいる。
　なお、下記の条件により難い場合
は、発注者と受注者の協議のうえ契約
変更の対象とする。
　伐開除根１０，０００㎡あたり

項目 数量

伐採木、木くず等 １，３００

根株 ９００

７．建設副産物関係

⑤　伐採木及
び根株

　本工事において発生する伐採木及び
根株については、下記の受入場所に搬
出することとし、所在地への搬出を見
込んでいる。
　ただし、下記の受入場所以外の「産
業廃棄物処分業の中間処分の許可を有
し、木質チップ等として再資源化可能
な再資源化施設」に搬出することを妨
げるものではない。
　施設名　　Ｃ社樹木リサイクルセン

ター
　所在地　　佐伯区五日市町大字石内
　運搬距離　１９．４㎞

１０．その他

②　伐採除根 　本工事の施工に当っては、伐採除根
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量について 量（体積）については、下記のとおり
見込んでいる。
　なお、下記の条件により難い場合
は、発注者と受注者の協議のうえ契約
変更の対象とする。
　伐開除根１０，０００㎡あたり

項目 数量

伐採木、木くず等 １，９００

根株 １，２００

　　　　　・設計書（当初契約時）

　　　　　・設計書（変更契約後）

　　　ウ　伐採工に係る施工

　　　　　受注者は、伐採工について施工計画書を作成し、市に

提出していた。伐採工に係る施工は、当該計画書に基づ

いて実施されている。

　　　　　平成２８年４月１３日付けで受注者から市に提出され

た施工計画書には、伐採工について次の内容が記載され

ている。

　　　　　施工時期・数量

　　　　　施工方法

　　　　　　・　伐採前確認

　　　　　　・　草刈・立木枝払い

　　　　　　・　伐採

　　　　　　・　伐採材集積

　　　　　　・　除根

　　　　　　・　場内運搬

　　　　　　・　場外運搬・処分（伐採材積込）

　　　　　　　　バックホウにてダンプトラック（１０ｔ）に積

込む。低木・枝葉類はパッカー車に積込み、過積

載とならないように注意する。

　　　　　　　　ダンプトラック（１０ｔ）及びパッカー車に

名称 数量 単位

伐採・除根 ２２４，０００ ㎡

集積 ２２４，０００ ㎡

発生木材運搬費 ２２４，０００ ㎡

伐採木処分費 ２９，１２０ 

根株処分費 ２０，１６０ 

名称 数量 単位

伐採・除根 ２３１，０００ ㎡

伐採（発生木材） ５，６００ ㎡

集積 ２３６，８００ ㎡

発生木材運搬費 ２３６，８００ ㎡

伐採木処分費 ４６，２２０ 

根株処分費 ２８，０９０ 

項目 施工時期 数量

伐採・除根
平成２８年４月～平
成３０年１２月

２２４，０００㎡

伐採処分
平成２８年４月～平
成３０年１２月

２９，１２０

根株処分
平成２８年４月～平
成３０年１２月

２０，１６０

て、所定の処分場所まで運搬し、処分する。

　　　　　　　　場外搬出前に、元請職員がマニフェストにより

産廃項目・数量を確認する。

　　　　　　　　運搬中は決められたルートを走行し、交通規則

の厳守により運搬する。

　　　　　検測方法

　　　伐採工の状況

　　　ア　伐採木の集積の状況

　　　　　木を伐採した際は、枝葉を払い、トラックに積み込め

るよう切断した上、幹、枝葉及び根株に分けて集積して

いた。

　　　イ　伐採木の運搬の状況

　　　　　受注者は、伐採した木から有価物となる幹を除き、産

業廃棄物として処分する幹、枝葉及び根株をトラックの

荷箱に満載に積み込み運搬していた。

　　　　　積込みについて受注者は、あらかじめトラックの荷箱

の内寸法を計測して荷箱の容積を求め、荷箱に伐採木を

満載にした状態をその都度確認し、荷箱に満載状態の伐

採木の体積、すなわち荷箱の容積をマニフェスト（産業

廃棄物管理票）に記録していた。また、荷箱に満載にし

た状態で積み荷の重量を計測した記録を確認し、最大積

載量を超えた積載という過積載になっていないことを確

認していた。

　　　　　以上のことについて、発注者である市は、受注者から

の記録や現場状況を委託業者を通して確認していた。

　　　ウ　伐採木の処分の状況

　　　　　受注者は、木材市場へ持ち込む有価物となる伐採木を

除いた幹、枝葉及び根株を産業廃棄物として処分するた

め、本件請負契約の施工条件に合った産業廃棄物の中間

処理の許可を有する処分施設に搬入し処分していた。

　　　本件請負契約におけるこれまでの部分払の支払状況

　　　ア　これまでの部分払の状況

　　　　　部分払は、広島市建設工事請負契約約款第３７条及び

第４１条を根拠としており、これまでに次のとおり６回

の部分払が行われ、うち４回の部分払において、準備工

の一つである伐採工（伐採、集積、運搬及び処分）の出

来高を含めた支払が行われている。

　　　　　部分払の支払状況の一覧表

項目 単位 検査時期 検査方法

伐採工 ㎡
伐採範囲を
明示後

巻尺、測量機器及び
設計図書により面積
を算出する。

伐採木処分  伐採処理後
マニフェストで確認
する。

根株処分  伐採処理後
マニフェストで確認
する。

年度 種別 支払金額 支払日 備考

平成２
８年度 部分払 119,205,000円

平成２９
年３月２

伐採木の
支払あり



第１１１４号　―２９―令和５年３月３１日 広 島 市 報

７日

平成２
９年度

部分払 309,140,000円
平成３０
年３月２
６日

－

平成３
０年度

部分払 517,269,000円
平成３１
年４月１
１日

伐採木の
支払あり

平成３
１年度

部分払 661,116,000円
令和２年
３月３０
日

伐採木の
支払あり

令和２
年度

部分払 2,153,000,000円
令和３年
３月３０
日

伐採木の
支払あり

令和３
年度

部分払 136,000,000円
令和３年
８月１０
日

－

　　　イ　部分払における伐採木の処分量の確認状況

　　　　ア　市は、各部分払の出来高となる伐採木の処分量の把

握については、受注者から提出されるマニフェストに

より確認していた。

　　　　　　これは、本件請負契約の施工条件に伐採木の処分量

の確認の方法が示されていないものの、受注者の提出

した施工計画書において、マニフェストにより確認す

るとされていたことによるものである。

　　　　イ　当該マニフェストには、のイのとおり、伐採木の

処分量が荷箱に満載に積まれた状態の容積で記録され

ていた。

　　　　　　なお、市は、荷箱に伐採木が積まれた状態を受注者

が撮影した写真で確認し、荷箱に満載に積まれた状態

でないと認められた一部の搬出ケースについては、工

事打合せ簿による協議により、処分量をマニフェスト

に記載の数量から一部減じた数量としていた。

　　　ウ　部分払に係る検査

　　　　　本件請負契約における部分払に係る検査は、広島市建

設工事請負契約約款第３７条第４項を根拠としており、

広島市請負工事検査要領の規定により都市整備局技術管

理課が実施することになっている。各部分払において

も、同課が検査を実施し、伐採木の処分量を含む出来高

の確認が行われていた。

　２　判断

　　　地方自治法第２３４条の２第１項の規定によれば、地方公

共団体が締結した工事請負契約において、その受ける給付の

完了の確認をするために必要な検査を、契約書、仕様書及び

設計書その他の関係書類に基づいて行うものとされている。

　　　本件請負契約における部分払の際の履行確認として、その

基礎となる出来高の一つである伐採木の処分量の確認につい

て監査したところ、市は、契約書、仕様書及び設計書その他

の関係書類に基づいて、受注者から提出されたマニフェスト

や伐採木を積載したトラックの写真により、その量を確認し

た上で、所定の検査員による検査を行うことにより伐採工の

履行確認を行っていた。

　　　以上のとおり、出来高の一つである伐採木の処分量が適正

に確認され、部分払に係る履行確認が適正になされているこ

とから、伐採木処分費の違法又は不当な支払はないと認めら

れる。

　３　結論

　　　請求人の行った本件措置請求については、理由がないもの

であり、請求を棄却する。




